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会
社
分
割
と
事
業
譲
渡
規
制
の
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一
河
口
な
続
出
肘
責
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”
を
山
中
心
と
し

山

民

明
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叶
己
土

F
E
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「
ノ

円
九
引
ー
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い
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4川心一
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官
。

え
紅
一
汁
剖
と
荷
サ
川
町
札
用
者
の
L
打

泊

お
二
会
什
二
よ
る
ん
I
業
再
建

の
成
綻
し
た
会
社
が
第

ム
μ
杭
を
山
パ
バ
川
、

J

て
、
そ
こ
へ
山
d
k
A
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J

弔
問
波
す
る
と
か
会
七
八
江
川
市
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g
d一
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一
出
し
て
事
業
部
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主
切
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円

P

相

り
Mm↓
一
」
こ
U
J
あ
る
c
w
r

の
こ
と
に
よ
コ
て
、
従
来
の
債
権
者
に
汁
〕
で
責
任
町
了
川
市
た
そ
う
と

rる
の
で
あ
れ
ば
よ
い
c

J

h

’
し
な
が

ら
、
往
々
に
し
て
佑
務
返
れ
の
司
ー
的
で
第
会
社
今
夜
ー
ν
仁
、
み
守
｝
へ
事
土
を
一
識
は
し
従
来
の
初
日
什
す
を
利
用
し
な
が
ら
依
権
肴
vT
勺ムロす

J

る
こ
／
二
、
延
命
を
凶
る
場
合
が
あ
る
。
供
持
者
を
保
設
す
る
た
め
、

込
常
、
債
権
者
は
こ
の
よ
う
は
乍
、
務
者
日
事
情
を
熟
討
し
つ
つ
、
高
川
口
勺
を
紘
m川
）
〆
な
ウ
ら
買
お
引
受
け
の
告
出
も
な
ー
、
事
業
譲
受
人
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（
仏
前
ぶ
わ
か
卜
）

に
f
H
C
ー
を
追
及
す
る
d

p
二
」
に
会
社
討
符
伊
集
中
し
て
い
る
M
J
、
之
、
あ
る
。
川
円
例
は
と
れ
ま
で
、
尚
口
h
A
K
引
の
事
士
、
を

知
る
さ
い
、
す
Q
4
H
任
追
及
で
あ
っ

C
も

ミ
／
こ
ろ
が
、
会
社
分
割
に
つ
い
て
は
、

弔
業
ぷ
波
に
関
寸
る
ム
訂
作
法

て
ふ
さ
ιーで

百合

条
の
工
え
ノ
な
規
定
は
な
い

J
一
」
で
、
い
の
規
定
な
領
詐
適
川
で
き
る
か
と
人
ノ
か
が
問
題
と
ー
±
て
き
た

士
有
で
は
、
類
推
、
川
地

μに
つ
い
て
を
也
に
簿
？
る
斗
…
助
か
ら
こ
の
い
尽
を
検
討
す
る
υ

ね
F4
の
皮
切
y

一仁川三九九限れ

類
、
推
池
一
同
一
が
総
合
的
に
汀
断
3

い
で
妥

斗
で
あ
る
と
汗
耐
と
き
る
の
三
あ
れ
ば
、
類
推
迎
用
に
M
H
ま
り
ず
、
ム
訂
吋
円
以
誌
に
も
ご
れ
〆
一
同
絞
り
依
棒
布
保
護
規
疋
を
誌
け
る
卜
刀
川

C
げ
件
、
か
品
川
川
北
す
べ
き
で
為
ろ
う
。

本
一
机
で
は
止
法
九
珊
に
は
げ
ち
人
ら
な
い
。
こ
れ
は
ん
／
絞
り
険
討
糾
認
に
譲
り
た
い
。

た
に
7
u
、

も
こ 古寺
れ号
まを
で 絞
っ告 Ill 
I -0ト

Fヘヲ
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倹十4
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たり
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i土

出
品
肉
体
、
の
勺
時
ひ
ら
一
G
J

て
に
多
絞
り
有

P

ハ
川
な
研
ん
ん
が
公
表
さ
れ
一
に
お
り
、
私

と
く
に
責
任
の
町
出
つ
げ
心
労
し
て
議
論
が
集
巾
し
て
い
た
と
巴
わ
れ
る
が
、
本

一山間でい
4
4
察
TJ
る
よ
う
に
、
ニ
U
心
貝
午j
規

て
w
号
、
ス
と
み
れ
ば
、
へ
↓

J

と
な
J

ど
は
こ
の
責
作
の
根
拠
は
午
、
れ
－
は

ど
重
安
な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
も
感
じ
て
い
る
〔
こ
の
貴
下
を
必
め
た
山
尚
一
民
ハ
条

の
出
埋
に
つ
い
て
は

人
一
品
怜
伝
一
二
来
）

立
も
、
尚
子
ぷ
収
用
γ
n
C昔
阜
県
で
説
明
し
て
き
た
従
来
む
つ
机
見
ど
基
本
的
に
は
維
持
亡
き
る

1
L唱
え
て
い
る
が
、
ひ
と
つ
の
根
拠
で

説
別
、
じ
い
ル
く
「
す
の
は
同
凶
器
で
わ
る
と
の
認
戎
に
ぷ
十
ぺ
出
版
殺
の
説
山
川
、
中
併
せ
こ
用
い
る
方
向
で
品
川
’
門
店
前
科
し
た
い
と

nu
つ
一
と
い
ゐ

d

議
論
の
牛
心
は
、
む
し
ろ
商
号
絞
田
川
苦
心
責
任
を
規
制
す
る
会
社
法
一
二
来
二
川
口
市
一
七
条
も
同
ど
心
拡
張
範
凹
円
移
っ
て
き
し
f

紛
が
あ
る
〉
L
Y

り
わ
け
会
社
分
割
、
の
類
推
池
町
の
可
併
が
閃
わ
れ
、
こ
れ
主
認
め
た
複
数
の

f
教
審
判
決
ピ
続
し
い

「

M
r灯
、
民
高

裁
、
成

一一リヰ
7

ハ
片
（
〆
一
日
刊
決
肉
、
も
午
、
れ
が
肯
定
さ
れ
た
し
、
」
一

d
dに
お
い
し
は
、
宮
寺
八
一
政
波
、
と
会
社
分
割
の
刊
解
を
め
ぐ
る
見
解
の

制
定

11わ
っ
て
、

登
山
河
論
の
対
止
が
あ
る
ο
会
司
法
制
定
の
機
会
に
会
什
分
試
の
主
義
仕
こ
に
闘
し
て
部
分
的
な
改
正
が
実
氾

L
た

が
、
弘
は
少
な
く
と
も
会
せ
分
割
の
機
花
に
コ
い
て
は
、
川
舟
I
仏
町
一
時
代
、
こ
い
ふ
本
的
に
変
更
は
な
い
こ
法
制
け
1

）て

事
業
譲
店
と

ム
U
H
m
『
刀
ぷ
汗
に
持
し
て
は
、
内
号
続
財
責
任
規
定
が
機
能
一
G
J

る
場
明
で
も
共
γ
壮一
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小
品
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、
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配
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統
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二
処
理
す
る
判
例
の
は
ト
請
に
賛
成
す
る
’
も
の
で
あ
る
最
近
、

よ
る
ぷ
殴
に
訂
む
品
考
に
刺
激
さ
れ
、
改
め
と
こ
れ
ま
で

の
手
に
な
る
誌
研
究
を
一
円
託
、
J
1
J
ャ
ろ
、
い
ろ
し
ろ
考
え
さ
hr
ら
れ
る
と

5
う
が
あ
る
す
私
見
の
繰
り
返

J

に
伝
り
子
う
で

あ
る
が
、
こ
の
機
会
に
過
去
の
議
出
乞
振
り
返
り
つ
つ
問
題
2
4包
材
i
刑

F
「
二
L
、
今
一
度
内
検
討
F

ど
三
－
〉
4
4
h
l
ζ

同十い
y

ゾ
ワ
た
次
24
で

あ
る

J

な
お
、
本
和
で
川
立
川
法
こ
は
い
一
r
A

じ
可
改
止
f
F
布
川
去
を
指
1

J

て
い
る
。

ム
試
日
十
分
割
の
対
袈

ん
山
寸
分
削
制
度
の
創
設

引l
成
二
ヰ
む
説
法
改
止
に
よ
つ
に
会
社
分
割
法
制
が
創
設
さ
れ
J

（
そ
れ
古
で
企
業
は

組
校
の
拡
大
に
位
打
い
、
事
業
部
門
を
出

加
さ
せ
る
と
い
う
多
角
経
常
正
占
f

叫
を
人
ど
J

と
む
た
が
、
事
業
部
門
の
中
に
優
良
部
門
と
不
町
内
情
部
門
M
r
有
存
ず
る
場
合

ι、

部
門
を
分
権
独
！
止
さ
せ
七
旬
、
不
採
崎
川
部
内
心
整
坪
に
よ
る
統
何
台
理
化
jhpr

凶
る
た
め
に
、
ム
バ
仕
分
割
げ
が
一
大
い
に
力
主
先
押
す
ム
ヲ
一
と

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

パ
炉
問
問
パ
わ
さ
れ
た
c

制
度
創
設
当
時
、
ム
目
μ
円
分
割
は
、
ん
ぷ
比
ー
が
工
法
人
格
心
被
れ
化
か
れ
目
的
と
し
て
行
う
一
例
の
組
織
法
一
む
れ
為
で
ゅ
の
灯
、

7日1
 

〉ワm
 
μ
 
」つハ川5

 

h

ナ十、f
八以

そ
の
行
為
の
効
果
い
か
一
脳
一
的
に
庁
ー
に
ま
た
台
装
の
令
部
ま
た
は
却
と
他
心
会
社
に
永
被
さ
什
る
効
呆
を
発
生
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ

ん～
J

そ

は
、
州
引
い
織
法
上
心
行
わ
で
あ
る
合
評
に
類
似
す
る
と
と
か
、
り
、
合
併
の
反
対
庄
象
と
し
て
の
作
去
を
ム
ー
す
る
と
片
品
世

つ
け
、
コ
れ
去

v

し
か
し
、
こ
れ
い
は
以
訟
酬
も
あ
っ

日

制
反
ん

td叶
吋
仁
お
け
る
公
社
分
判
の
対
象

会
社
分
割
制
反
が
刻
設
さ
れ
た
当
初
、
九
五
社
分
割
は
ん
円
併
の
反
対
形
相
、
二

L
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
分
割
の
対
象
は
、
門
川
川
家
と
し
て
山

成

刊
に
公
去
の

「
中
間
九
Y

北
京
ー
で
不
さ
れ
小
人
分
十
I
L
L
U
J
る
会
社
内
可
権
利
義
務
り
全
部
ま
た
は
部
」
で
は
な
く
、
長
終
的
に
は

イ事
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「リ
γ業
の
全
部
、
ま
七
は
一
部
L

と
さ
れ
た
υ

中
間
試
楽
で
「
ぬ
利
義
務
と
し
γ

れ
の
は
、
会
仕
分
割
の
制
伎
を
才
入
較
は
使
い
勝
手
の
工

い
も
の
に
す
る
た
め
、

そ
の
対
象
を

U
く
認
め
る
こ
ど
を
と
u
凶

了
J

一L
L
r

に
、
。
る
、
引
＼
以
下
の
唱
で
つ
な
剛
山
一
J
E
F叶
い
司
、
改
正
法
さ
は

百合

「
ひ
茶
」
と
さ
れ
た
し
す
な
わ
ち
、

ω之
社
分
初
は
λ

小
工
大
円
制
の
た
め
の
組
織
法
上
の
行
為
で
あ
る
の
ご
、
ゆ
一
れ
に
ふ

31hγ
）
い
も

の
が
分
割
の
対
象
と
さ
れ
る
べ
き
で
ふ
め
る
と
い
う
ご
乙
か
ら
、

が
分
割
の
対
象
と
お
び
れ
た
と
と
、
必
権
利
義
務
の

マh
J
1〆
又
J

u
l
η
r
l
 

設
は
、

現
物
山
川
告
の
川
市
ロ
町
内
v
な
る
こ
い
う
片
山
厄
カ
あ
っ
ド
八
十
一
め
、

「山一帯雨」

乙
い
う
が
山
引
に
改
め
ら
れ
に
h

一

さ
ら
に
、
③

1

営
業
L

と
い
う
概
念
は
内
法
i
J
U
規
定
小
あ
h
、
判
例
で
も
そ
心
意
義
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
お
り
、
分
間
心
対
象
を
片
付
業
と
す
る
こ

r
r

よ
り
、
バ
業
単
付
で
権
利
表
務
が
移
桁
ず
る
の
で
、
八
百
社
八
刀
ん
ま
に
よ
っ
て
官
業
の
解
体
を
避
け
る
こ
こ
も
で
き
、
お
わ
ー
と
え
労
般
若
の
屋

川
の
場
J

主
体
保
す
る
と
と
も
で
一
持
一
る
、
一
と
等
む
町
山
か
一
一
小
ず
れ
て
い
J

C

こ
u
ょ
う
芯
経
内
耕
一
ゲ
↓
踏
王
、
え
亡
、
創
設
ψ
I
M
川
の
一
一
以
前
で
も
、
ム
ぷ
社
分
制
削
町
帆
皮
b
l
y
b
山
く
引
川
閉
さ
吟
じ
る
た
め
、
会
社
分
割
の
対
象
と
し
て

一一O

C
概
念
よ
h
も
広
義
の
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
の
指
摘
が
み
ら
れ
た

ν

し
か
し
、
字
、
」
で

（

w
u
U

培
土
は
、
、
J
E
立
主
義
波
に

の
イ
ハ
業
C
J甘
豆
枝
子
予
約
ほ
と
い
え
る
か
に
つ
い
て
は
人
い
に
故
人
晴
が
た
ワ
た

F

三
百
昨
日
一
点
何
六
七
条
）

昨片付川ャい一

E
T＋I
条

F」

J
F
7

「’「忠末

の
ハ
壬
坊
主
I
h
j

は
重
山
正
な
る
諸
」
心
議
仮
の
主
流
に
つ
い
て
、

η
l
デ

q

〆
グ
ケ

i
ス
と
さ
れ
て
き
た
最
高
双
山
利
回
ペ
ノ
叫
ん
川

ヨ
判
決
一
「
大
集

九
巻
六
号
一
六
つ
つ
わ
（
）

の
多
数
可
、
引
に
よ
れ
ば
、

旧
凶
z山
二
同
行
条
車
川
一
J

に
い

'°' 

日
目
長
門
下
附
の
た
め
組
織
化
さ
れ
、
十
一
機
的
体
y
：
エ
し
椛
践
す
る
財
川
庄
の
〈
ア
品
1
た
は
三
v
f
h
d

ぷ
J

ど
古
中
間
波
し
、
一
一
れ
ヤ
ヒ
て
、
店
一
間

液
A
A

ぷ
土
山
市
’
干
の
財
官
に
ぷ
つ

C
叫
ん
で
い
た
合
一
共
的
活
動
の
全
部
ま
た
は
昔
必
た

三
ず
れ
序
は
ふ
バ
：
ァ

t
D

－

uz
：J
1

7

L

 

に
受
け
継
が
古
、

JA渡
の
限
度
に
じ
U
じ
法
律
l
り
」
燃
に
（
U
一
商
法
第
二
I
4
条
に
定
め
る
読
主
冊
一
ト
認
め
を
免
許
一
ノ
結
果
キ
行
う
も
の
で
あ
る
ζ

さ
れ
る

こ
の
意
味
に
お
い
て
、

常
業
認
ι
殺
の

7

一
谷
は
、

ん判日時
H
M

治
則
立
胤
仲
山
い
さ
、
れ
て
い
る
営
業
一
議
波

｛
泊
点
百
件
阿
奈
以
下
与
一
泊
一

の
こ
逃
併
手
、
れ
て
h

h

l
ハ
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こ
、
り
よ
石
川
戸
、
多
数
烹
児
に
よ
れ
ば
、
吉
夫
主
主
は
2
は
、
①
「
州
給
仕
さ
れ
、
有
機
的
一
体
と
し
て
絞
保
す
る
食
品
不
刻
産
」
心
議
仮

の
は
か
、
必
譲
受
人
に
よ
る
「
台
芸
的
活
動
心
不
戦
、

お
よ
び
、
③
一
政
液
人
心

政
党
遊
！
表
品
川
の
負
担
を
行
う
ち
の
と
さ
れ
、

この、
T
7
な
も
の

っ
き
設
技
会
れ
の
株
主
総
会
の
お
別
決
議
を
長
「
る
こ
と
に
な
る
〉
型
炉
叉
れ
1
7

一
一
一
れ
い
汁
、
以
て
、
少

殺
す
出
品
の
一
抗
く
と
」
ろ
に
も
ロ
れ
ば
、
議
波
の
対
象
ド
譲
渡
会
リ
に
と
コ
て
甫
裂
な
「
骨
4
Z
K
M
疋
で
あ
れ
ば
、
ぞ
れ
い
に
け
で
特
別
党
議

を
変
ず
る
も
の
と
さ
れ
、
一
政
一
伐
の
対
象
が
「
折
糸
川
町
件
」
を
構
成
」
i
o個
々
の
常
業
川
川
町
克
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
該
技
会
寸
－

r

と
っ
て
市
民
な
も
の

、
そ
れ
に
行
で
特
別
決
日
一
z
ぜ
安
す
る
こ
、
と
に
な
る
。
山
一
説
に
お
い
て
も
、
従
来
の
活
説
で
為
っ
J
J

多
数

苦
店
長
に
よ
る
も
の
、
少
数
芯
戸
」
な
I
A
待
し
つ
つ
川
下
な
る

J
J
I
業
川
刑
肘
一
並
1

S
一

が
託
業
一
さ
彼
に
な
る
と
「
る
も
の
立
に
、
け
ん
肝
心
対
立
が
あ

J
J

た
〈
以
戸
が
出
前
社
仏
中
1
凶
川
で
の
骨
門
業
時
伐
を
め
く
る
議
論
で
あ
る
〈

心
議
、
た
て
は
は
ノ
＼
M
m
M紘
化

J

び
れ
た
有
機
的
な
政
広
の
議
筏

こ
れ
を
も
と
に
ム
山
村
分
割
に
つ
レ
て
、
閉
山
市
法
当
時
、
J
T
h

の
よ
う

F杭
一
泌
が
日
以
航
、
メ
れ
た
し
去
社
の
ハ
刀
剣
の
汁
気J
V

ど
な
、
J

ど
い
る

ぷ
業
一
は
、
前
記
回
収
向
は
判
決
心
多
渋
色
川
見
に
い
ろ
一
一
戸
業
と
同
じ
問
符
心
も
む
と
解
す
る
i
ぬ
が
あ
っ

ν

こ
れ
は
、
右
機
的

一
体
と
し
て
機
能
ナ
る
常
業
の
侮
成
川
タ
ギ
む
hviめる

；；長
i長

の
承
釈
を

F

川
提
と
し
て
境
（
止
が
お
か
れ
7
、
い
て
い
と

一、正十同法

一
八

f
T宋

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

ノ
七
）
、
人
的
安
素
で
あ
る
「
労
働
契
約

の
承
継
も
r
問
視
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る

v

会
し
れ
分
割
の
対
象
を
常
業
譲
渡
に
お
り
る

つ
い
て
、
学
説
上
さ
ま
ざ
ま
な
誌
一
識
が
あ
る
こ
と
か
、
り
、

dh
業
と
い
同
守
孟
日
表
2
解
し
て
も

る
デ
い
が
会
杭
分
却
に
も
桂
川
ち
込
ま
れ
る
と
す
る
い
～
柏
崎
ち
あ
っ

－K
げ
る
常
業
概
念
と
た
む
サ
割
の
け
汀

山
信
之
、
ご
し
は

ゑ
J

乞
同
ふ
に
叩
が
す
る
と

v

て
す
句
、
会
社
分
刻
に
お
け
る
骨
量
六
の
意
一
哉
は
、
ー
記
の
最
高
裁
の
多
数
意
以
！
？

3
9常
設
の
古
川
守
家
右
J
子叫ん
N

主
れ
広
く
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
L

一
土
張
し
て
い
た
ロ
会
司
分
設
の
対
象
を
告
来
日
目
限
定
し
た
の
は
、
点
物
品
性
一
の
潜
脱
防
止
の
f
め
で

あ
る
と
す
る
説
明
に
刻
1

v

て
、
会
社
分
割
は
般
杭
な
手
続
を
諜
1

ぶ
lyい
る
の
で
、
そ
の
よ
え
な
懸
念
は
な
い
と
「
ス
M
M洛
も
あ
う

づ
か
と
寸
と
あ
れ
ば
、
な
お
主
九
の
こ
ζ

、
有
機
的
一
咋
と
じ
て
陣
刊
誌
寸
」
つ
る
桁
織
的
な
肘
千
七
九
ω
対
象
r
一
目
さ
れ
る
べ
き
で
、
そ
の
池
の
長
件
は

'f＂人法学； S9、2 一、 zzり c2nOG,7〕
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問
う
べ
持
で
な
い
食
品
未
の
意
義
ピ
広
く
僻
す
る
こ
？
と
で
、
生
効
な
会
科
い
分
割
心
生
じ
る
範
凶
が
決
ま
け
出
的
安
定
牲
を
増
す
こ
じ
〆
が

と炎、，
Q

（

川
商
法
当
時
に
は
、
」
の
よ
λ

な
議
論
が
展
開
手
れ
て
い
た
一

百合

と
こ
ろ
で
、
会
仕
法
成
1
V
絞
仏
、
事
業
譲
渡
に
つ
い
て
は
な
め

C
辻
高
裁
判
例
吹
め
ぐ
る
議
論
の
目
吋
姉
ベ
正
し
た
結
y

点
、
刊
例
の

υ
場

片

山

戸

コ

っ

γ、J
百

町一J

或
，
り
の
た
め
に
は
、
ー
記
の
必
）
議
会
人
に
－

thvバ
「
日
未
活
動
↓
車
川
柳
と
②
譲
ι九
人
心
悦
業
法
止
義
務
負
担
の
ベ

守
、
作
は
H
八
体
的
ピ
必
ず
t

も
問
？
わ
れ
な
い
守
｝

裂
す
る
に
、
刊
仰
の
趣
旨
キ
汗
加
し
E
し
、
次
の
二
一
だ
け
ば
い
え

そ
う
C
4め
る
。
株
王
総
会
心
不
認
決
議
の
岩
木
ば
、
車
十
W
末
説
波
を
す
る
ム
防
庁
、
で
判
断
γ
y
f
v
こ
と
を
民
L
、
宇
業
技
投
伐
の
設
市
（
ス
ム
六
叫
れ
の

行
訟
を
円
九
て
か
ら
判
断
主
れ
る
も
の
で
は
な
い
ハ
す
っ
て
込
め
る
と
」
つ
れ
ば
、
山
川
実
に
一
句
①
合
同
選
こ
す
る
の
で
は
な
く
、
容
歓
的
に
み

て
必
一
川
ソ
q
」
作
為
と
判
部
で
き
る
よ
う
な
状
泌
で
、
小
町
、
の
紺
織
的
対
誌
が
議
波
さ
れ
れ
ば
足
わ
る
ー
と
い
当
べ
き
で
あ
る
c

川
川
例
は
干
の
こ

と
を
不
峻
し
ご
い
た
と
抱
認
す
る
一
三
も
で
き
る
一
こ
の
け
宮
内
裁
判
決
に
お
け
る
多
数
意
見
へ
の
祈
足
意
見
で
指
摘
さ
れ
た
」
口
試
交
人

が
実
際
よ
営
業
的
活
効
を
本
続
出
干
〈
／
れ
寸
v
b
l
L
f
h
y
L
J
r
問
わ
立
い

lL
心
文
一
斉
J

U

踏
ま
え
と
、
こ
の
よ
う
に
品
川
健
一
で
き
る
と
す
れ
ば
、

の剛丈川十
C
町内

J

ピ
重
撹
す
る
見
附
岬
と
＼
J
3
4
b剛
丈
件
と
す
る
判
例
と
の
相
違
ト
川
は
限
り
な
く
小
－
5
d
z
も
の
と
な
る
へ
さ
ら
に
は
、
企
来
日
結
今

の
日
川
地
か
、
口
、
背
月
末
活
動
の
奈
川
相
は
一
事
件
と
す
る
v

b

り
の

J

成
業
避
止
義
務
は
問
題
と
沿
っ
な
い
と
す
る
日
比
院
予
ヤ
り
れ
、
ド
ヰ
主
的
九
は

こ
れ
h
一
？
し
い
れ
ヅ
川
を
ぶ
す
と
汗
測
で
き
る
勺
託
業
進
d
義
務
を
色
な
の
は
市
下
菜
子
役
が
あ
る
T
／
～
さ
れ
る
場
合
（
り
ず
に
州
L

効
呆
で
の
っ
て
、

の
法
律

ν一
件
君
主
で
は
な
い

公
社
法
に
ト
ω
げ
る
会
社
分
割
の
吋
象

と
こ
ろ
子
、
ど
う
い
う
わ
け
か
会
代
作
で
は
、
同
一
〈
Jν

こ
制
官
又
州
制
百
白
川
崎
の
ボ
司
コ
号
、
町
一
姿
に
一
日
っ
て
「
事
業
に
悶
L
Eム
制
す
る
棒

利
義
務
の
八
十
部
ま
に
は
浦
」
と
さ
れ
て
い
ゐ
口
会
社
分
訟
の
対
象
、

f
aる
一
議
列
義
務
t

「
ん
古
川
社
法

名水一一！九
l
↑勺
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つ
い
て
は
、
会
引
い
出
の
規
定
ぷ
り
か
ら
単
な
る
権
利
、
式
務
の
求
訴
で
た
り
る
1
／
心
見
解
が
あ
り
、
心
終
的
一
体
性
も
事
業
的
日
仏
間

の
承
緋
も
H
い一J
件
で
な
い
と
さ
れ
る
c

寸
で
に
長
〕
く
み
て
き
た
よ
う
に
、
改
一
止
変
制
の
」
間
試
案
て
ば
模
別
表
品
川
の
承
料
と
さ
れ
J
L
い

ん」のい
ν

の
承
継
！
と
い

そ
の
段
、
会
沢
法
で
捻
引
義
務
の
承
料
と
い
う
当
初
の
｛
一
心
P

立
の
十
五
羽
F

民
叉
れ
た

と
い
う
川
町
緯
が
あ
る
。
こ
の
こ
こ

は
、
事
業
性
を
ぷ
虫
干
て
お
h
、
こ
の
よ
っ
に
解
ず
る
こ
y
、
が
む
き
れ
ば
、
に
こ
え
は
事
来
性
を
維
持
ず

J

る
七
の
に
承
継
一
3
日
持
利

一ピゴ

義
務
の
取
拾
選
状
の
諸
辺
に
悩
ま
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
、
実
務
的
な
メ
リ
ノ
ト
が
大
き

γご
り
指
摘
も
あ
る
。

、
会
社
法
と
は
半
、
小
性
を
川
女
L
な
い
議
i

日
で
あ
る
y

こ
い
え
な
く
も
な
い
」

止
法
担
、
者

し
か
し
、
事
業
刊
を
不
安
ζ

ず
る
み
人
勢
h
I
徹
底
さ
れ
る
ζ

、

人汁引いり糸、～勺

レ
ト
の
該
浪
で
も
会
社
八
刀
町
中
一
日
し
う
る
』
一
エ
と

frι
よ
う
な
貯
釈
し
は
会
社
分
割
制
度
乞
恨
低
か
ら
揮
す
、
｝
と
に
な
れ
、
／
付
与
一
通
ぎ
で
あ
る
c

ー
リ
法
担
当
者
が
事
業
性
を

品
川
判
ぶ
広
場
介
、
約
手

不
史
と
し
て
い
る
と
以
上
い
唱
え
、
ま
さ
か
仔
ス
本
の
ご
と
き
物
に
つ
レ
L

会
社
分
割
が
成
リ
ず
る
と
は
考
え
は
い
で
d

わ
ろ
う
u

会
社
分

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

割
の
出
版
能
ゃ
子
会
社
ふ
い
の
制
定
的
悦
に
｛
い
ん
た
変
ボ
凡
夫
、
れ
た
わ
け
て
も
ほ
い
で
丸
ろ
、
っ
か
ら
、
廿
市
本
的
に
は
れ
出
い
と
同
じ
く
、
ム
ム
川
門
伝
何
ー
ハ

七
条
の
事
来
議
筏
の
規
制
対
象
と
ほ
る
わ
小
守
主
性
を
有
す
る
討
洋
と
尚
一
ず
べ
き
て
あ
る

J

そ
し
て
、
事
業
品
け
を
要
す
る
fJvt刊
に
リ
J

J

J

d

句、

79
 

1
 

Q
 

R
 

h
pナ

ふ
ト
パ

f
ノ

P

以

主
主
性
心
人
汁
在
を
あ
る
程
時
一
緩
や
か
に
認
ハ
じ
す
る
こ
？
と
で
、
安
当
た
解
決
心
凶
る
こ
と
が
て
き
る
わ

、
事
業
快
い
b
f

一事件

と
rJ
る
か
否
7mJ

計い
ω
心
的
に
は
モ
れ
ほ
と
の
菩
貝
J

ひら年ず〕
LG
い
か
も
知
れ
な
い
υ

4 

会
社
一
対
制
と
競
禁
法
H
ぃ商務

公
せ
分
布
川
制
度
を
約
一
反
f
司
令
引
制
試
案
の
段
陪
で
は
、
品
開
業
作
一
土
義
務
子
規
定
さ
れ
L
い
コ
が
、

」
れ
に
対
し
て
叫
業
は
打
払
的
’
J
治

に
会
ね
る
べ
ヤ
↓
し
と
か
、

分
割
計
一
司
一
品
川
ま
止
は
分
部
契
約
是
け
に
比
一
品
止
州
市
り
に
を
お
い
行
場
合
に
の
み
競
走
斡
止
ヤ
バ
山
を
失
う
こ
と
に
す
べ
き

C
4
め
る
以
こ
の
反
川
刈
白
山
見
β

多
く
刑
さ
れ
た
と
降
、

当
初
り
改
止
込
山
に
は
こ
の
義
務
は
同
判
定
さ
れ
止
か
っ
～
。

L
m
し
、
ム
ム
引
分
吋
円
I

川町
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度
の
一
一
↓
人
勺
号
、
言
宗
よ
枝
、
り
場
合
1
／
同
じ
く
、
分
割
人
A
J
札
に
も
旧
凶
げ
い
こ
与
士
一
尚
民
一
六
’
糸
、
会
村
山
一
二
条
）
を
煩
峰
、
刷
用
し

て
毅
一
世
一
人
設
と
義
務
を
山
口
ハ
ム
ノ
と
「
る
解
釈
が
右
ふ
ん
で
あ
っ

百合

t
の
た
め
、
会
社
分
割
の
必
に
杭
立
正
法
仁
三

mur排
除
す
る
川
正
規
ど
を

へた一

亙
〈
こ
L
r

で
長
務
付
対
応
壮
ざ
る
乞
え
ず
、
与
の
変
当
刊
に
支
務
｛
ふ
か
ら
の
強
い
批
判
も
あ
る
に

そ
の
批
判
は
い
＼
う
い
う
も
の
と
あ
る
。

事
業
譲
渡

r会
社
分
割
は
作
概
念
と
し
て
明
確
に
異
な
る
。
法
山
一
校
時
未
冊
一

d
恋
務
が
字
、

政
情

I
合
珂
性
の
な
い
も
の
で
あ
h
、
経
治
的
効
果
の
似
た
制
ー
は
で
あ
る
こ
こ
を
も
っ
て
、
会
社
分
割

f
k
m栄
作
一
義
務
の
泌
だ
す
類
推

適
川
市
す
る
り
は
同
誌
で
あ
る
。
パ
い
培
ぶ
の
は
由
は
窓
法
に
山
米
し
、
明
文
想
定
J

わ
な
く
必
安
m
d
k
u
認
め
ら
れ
な
い
競
業
進

d
話
務
り

l

有
十
六

解
釈
は
澄
け
る
へ
き
で
あ
る
n

会
社
法
に
必
要
で
あ
れ
ば
技
業
腔
止
義
務
規
定
を
置
く
こ
、
」
引
で
き
た
一
り
に
明
文
化
し
は
万
つ
ん
J

こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
一
リ
法
者
の
立
中
志
よ
い

J

設
業
避
止
義
務
の
規
定
を
類
隆
也
凶
ー
は
レ
も
の
と
考
え
る
＼
き
で
d

め
る
r

ム
訂
札
法
条

ん
む
お
よ
び
一
一
r17す
い
に
は
、
ム
ぷ
社
分
割
の
対
象
、
山
、
「
事
業
に
間
し
亡
右
す
る
権
利
文
樹
）
と
さ
れ
て
お
り
、
抗
業
遊
止
式
刈
叫
ん
と
ど

め
る
同
法
二
一
条
が
事
業
セ
譲
渡
し
た
会
社
は
一
と
し
て
い
る
こ
と
と
も
、
類
控
治
川
に
は
慎
重
て
あ
る
べ
き
恨
拠
と
と
る

ょ
う
ほ
批
判
理
片
乞
挙
け
て
い
る

ん
仇
お
、
ノ
百
七
分
割
の
t
h
象
を
い
午
に
「
権
利
義
務
と
況
｛
疋
せ
ず
、

そ
の
事
実
ー
に
関
し
て
右
ず
る
権
利
投
務
と
し
L

こ
と
の
烹
不

で
あ
る
予
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
川
明
ら
か
で
は
立
い
が
、
己
、
り
誠
定
、
引
け
を
と
ら
、
ズ
て
、
会
社
元
叫
は
個
別
り
ベ
ア
業
用
資
涼
の
承
郁
ど
誌

め
る
J
E
の
で
は
な
い
と
「
る
主
務
家
の
お
怖
も
あ
る
）

い
ず
れ
ピ
サ
よ
、
会
社
分
割
制
度
な
広
く
利
用
F
F
Qた
め
に
も
、
ハ
札
斗
古
か
ら

引
払
も
店
摘
し
vL
さ
と
と
お
り
、
競
4

立大法ー
L
義
務
を
誠
子
こ
と
に
は
怖
い
主
で
あ
る
べ

: Ex人i.tc円三O "Z 8.：、 212:zor〕＂・ n 
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会
制
い
分
割

ιzm刊
す
続
用
者
の
れ
任

、、、十し上ム

j
字、
I

一
条
の
駐
日
を
め
ぐ
る
判
例
・
学
説

行
業
上
心
俊
博
惜
有
今
、
川
同
意
す
る
た
め
、
九
五
祉
法
二
ぷ
先
立
的
則
を
り
に
め
た
が
、
そ
む
趣
旨
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
こ
れ
主
立
辰

か
つ
亡
の
鴻
説
は
、
禁
反
一
ー
の
法
述
あ
匂
い
は
外
相
机
辺
論
中
根
拠
に
し
て
お
川
、
後
川
内
ず
J

る
よ
う
に
、
刊
削
川
4】

関
さ
れ
て
き
ん

τ

長
十
俗
的
に
は
、
」
の
止
場
で
為
る
口
中
タ

γ
司
令
に
、
必
刊
号
九
J

H

恥
則
さ
れ
る
場
ム
円
は
、

H
A業
｝
の
に
に
権
者
は
公
立
市
主
の
z
父
什
い
を
ト
九
州
り
え
す
、
十
議

11人
、
た
る
羽
営
業
王
J
D
T

ヨ
じ
り
に
下
一
務
者
、
／
一
号
、
く
る
川
ぺ
あ
る
い
は
営
業
譲
絞
り
事
長
」
主
計
た
っ
て
い
て
？
、
へ
そ
の
よ
う
立
場
合
は
議
会
人

に
よ
る
債
務
の
引
〆
又
げ
が
為
っ
た
も
の
と
考
え
る

、
い
ず
れ
に
モ
よ
笥
権
者
は
該
受
人
に
汁
し
て
市
ぷ
を
た
し
～
勺
る
し
〈
信

［
る
υ之
円
が
ち
J

い
と
さ
れ
る
し
こ
れ
に
付
し
て
は
、
削
川
町
4
保
誌
を
技
荒
L
f
る
の
で
忘
れ
ば
、
債
権
者
の
ム
下
観
的
事
情
、

ν向
山
市
己
と
予
、
れ
る

h

れ
が
問
わ
れ
白
い
の
は
と
う
し
て
か
と
い
っ
と
批
判
が
あ
る
υ

さ
ら
に
、

へ
き
C
ん
あ
る

m
v
r

規
定
に
も
、
商
法
一
じ
条
糾
疫
が
、
A

済
ぃ
十
告
の
主
円

J

甘
で
川
南
過
失
J

ど
申
火
作
と
し
て
い
る
む
と
は
対
陀
N

的
に

白
川
弘
一
じ
条
一
成
の
ほ
定
を
ふ
る
限
り
王
観
的
平
沼
は
山
わ
れ

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

と
い
必
い
っ
」
の
こ
と
か
ら
も
、
外
簡
保
護
、
中
川
悦
撚
に
す
る
の
は
問
題
と
あ
る
と
す
る
字
説
が
噌
加
の
い
畑
山
に
ゐ
り

現
住
て
は
外
相
聞

日
出
識
を
設
〈
日
比
解
は
ほ
と
ん
ど
彰
を
潜
め
た
勺

そ
こ
で
、
外
観
保
護
に
工
ら
ず
、
山
小
U

の
慎
fA
仰
は
〈
よ
大
財
洋
が
担
保
と
作
品
3

て
い
る
の
ご
、
い
憤
梓
」
有
事
一
保
議
す
る
た
め
い
、

味
則
と
v〕

C
K山
一
犬
財
誕
の
現
存
の
所
p

七
苦
で
あ
る
議
会
人
kg
併
存
的
債
務
百
円
又
守
、
ν
十一
J
M

の
と
み
k
v
J
J規
’
心

／
）
解
ず
る
凡
剖
加
が
あ
？
止
、
合
L

4

目
以
件
の
伊
保
刀
を
毎
山
出
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
同
町
佳
品
創
刊
設
中
一
泊
什
す
け
枕
用
の
場
合
に
阪
三
L
M
jに
L
た

一析山一

連
叶
は
な
い
と
も
い
え
る
。
そ
こ
で
、

l
記
心
心
と
①
の
刈
ト
刀
を
摂
犯
と
L

ヨ
ノ
る
見
解
ー
も
み
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
小
二
円
日
縫
い
い
川
の
有
川

り

「～、仇

3
r、玄可
L
h点
門
宇
爪
ス
人
の
山
げ
長
務
承
？
帯
の
昔
品
出
、
」
／
一
訟
め
γFω

レ
ん
仰
昨
が
削
吋
れ
～
｝
β

、
こ
れ
は
、
両
法
心
規
定
の

v
山
崎
争
解
釈
人
間
の
範
悼
し
パ
で
一
説

商
法
一
七
条
項
は
、

: f＂人法学； S9、2引 2)) c2nOG, 7〕



＂児

川
叫
「
る
に
は

債
権
者
測
か
り
て
は
な
く
ち
夫
！
衣
受
人
測
の
事
情
か
、
り
し
古
川
明
ず
る
ほ
か
な
い
と
の
認
識
に
立
つ
れ
り
の
で

権
者
十
一
保
護
す
る
諸
規
定
吉
一
賞
、
J
J
L
説
明
す
る
も
の
と
し
え
る
v
f
F
三
一
」
れ
に
一
対
、
〕
て
は
、
岩
田
必
の
r性
一
心
は
擬
制
的
い
す
ザ
る

百合

と
の
批
判
、
も
予
想
さ
れ
る
c

た
だ
、
必
ず
L
J
B
A，
売
の
志
巴
の
存
在
を
問
、
け
の
で
目
な
く
、
十
附
号
疑
問
山
の
い
プ
主
に
三
巴
の
存
ι
1
J
Y
認
め

よ
う
と
す
る

t
幻
以
市
も
あ
り
う
る
ο

い
ず
れ
に
斗
よ
、
町
川
論
的
に
は
託
ト
凶
的
仰
他
あ
る
新
H

寸
を
続
戸
川
一
す
る
判
刊
誌
を
享
受
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
債
務
の
負
担
（
本
宣
伝
一
ヲ
ペ

さ
ら
に
、
従
来

一－山

ず
る
史
併
、
あ
る
い
は
、
②
的
マ
続
用
の
譲
受
人
に
当
然
り
責
任
を
定
げ
の
た
の
は
、
一
息
受
人
が
比
常
務
を
引
き
受
け
な
い
の
と
あ
れ
ば
、

お）

罰
法
一
七
条
項
に
定
め
る
ぞ
認
を
す
る
よ
う
に
誘
導
す
る
の
が
狙
い
ヨ
で
為
る
と
の
は
併
も
有
力
に
張
さ
ー
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
対
し

は
別
け
同
町
ん
月
か
ら
、
九
化
1

山
H
W
末
け
一
以
受
人
心
責
任
こ
れ
名
人
司
社
三
和
入
叫
引
け
百
円
心
責
任
を
日
一
に
従
え
で
η

と

C
J
F
一見川
l

、Lつ
マ
F
E
d－
v民同司ミ一

t
c

－
u
h
U
バ
戸
川
へ
民
N
V行

方
Z
j
引

Y
V
A

平
一
心
根
拠
を
も
っ
て
一
ぺ
以
前
し
足
く
ヲ
の
は
凶
靴
で
お
る
と
い
う
三
と
か
で
き
る
し
日
利
口
川
、

こ
い
い
を
ひ
と
つ
心
ね
拠
で
説
明
す
る
立
裂
も
な
い
で
今
？
っ
》
ら
、
外
観
保
護
の
品
川
出
を
除
い
た
悔
数
心
品
川
山
を
も
三
二
況
判
す
れ
ば

足
り
る

ν

た
と
え
日
会
朴
丘
二
一
条
の
詐
合
一
譲
渡
功
止
機
能
も
卓
喪
主
恨
拠
の
ひ
と
ワ
に

で
J

ボ
り
二
M
M人

L
て
こ
な
か
ア
た
が
、

な
り
－
つ
る
つ

‘〉

、
、
、
十
し
上
ム

j
字、
I

条
の
射
一
呼
範
同
州
を
め
ぐ
会
一
判
例
の
古
川
明

事
岩
山
八
一
以
波
の
場
九
日
仏
、
商
円
す
の
続
日
が
あ
れ
ば
、

b

告
に
よ
っ
亡
一
J
m
u－
－
人
に
も
責
任
を
ι片
及
で
き
る
が
、
十
同
門
す
の
日
両
日

r

限
定
さ
れ
ず
、
ゴ
ル
ア
ク
フ
プ
の
色
祢
の
波
市
に
つ
い
て
も
類
刊
適
川
さ
れ
る
乙
一
刑
さ
れ
て
い
こ
の
類
匝
尚
一
凶
の
利
回
は
松
大
古

ぬ

山

一

r

J

r

引一

れ
る
傾
向
に
ふ
め
り
、
屋
川
ラ
の
場
行
、
バ
「
守
去
の
況
物
品
資
の
場
合
、
さ
り
に
は
常
茶
の
桂
い

H
P、
併
の
は
旬
、
什
な
こ
に
も
湖
町
通
い
月
さ
れ
る
。
で

心
は
判
決
が
現
れ
た
。

れ
で
は
、
会
社
分
出
へ
の
煩
詐
適
川
用
は
ど
う
か
ハ
戸
一
れ
を
自
宅
L
U
J

る
い
一
汁
斗
心
辰
吉
叫
政
平
成

J
lー
、
ゴ

／

f
l

／
Y
L
J
 

「
3ノ
岩
国
パ

c
f
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ポ
ー
引
は
、
預
正
全
会
員
制
、
り
ゴ
ル
フ
ケ
一
y
ブ
の
は
人
公
は
て
J
める
X
株
式
会
計
一
原

E
・
控
訴
人

j
E人
）
が
、
そ
、
り
ゴ
ル
フ
湯

て
い
z人
A
株
式
会
じ
の
会
社
人
刀
剣
に
よ
り
当
一
議
コ
ル
フ
場
の
事
告
人
y
z
w継
、
了
ぺ
Y
M
N
i
入
会
社
ヘ
被
む
・
絞
控
訴
人
－

人
）
に
対
1

山、

主
会
引
ikd使
川
、
）
て
き
た
コ
ル
ブ
ク
ラ
プ
心
名
祢
を
E
ム
ヌ
ー
が
ぶ
き
泌
さ
使
川
、
そ
い
る
こ
と
を
絞
拠
へ

に
つ
い
て
商
号
什
市
民
者
の
育
科
を
た
め
千
人
公
吐
法
二

条
汀
中
が
額
控
庖
｛
い
付
さ
れ
る
と
ム
長
L
こ
、
本
件
預
ン
－
2
4
fム
店
員
資
は
似
託

全）

の
返
還
を
求
め
一
た
事
来
三
あ
る
。

つ
い
て
段
門
問
r
は
は
、
次
の
よ
う
に
判
示
し
た

J

百
四
託
金
会
員
制
心
コ
ル
ゾ
ク
ラ
ブ
の
名
称
が
f
ル
7
駄
の
宇
治
主
体
か
表
一
ボ
「
る
も
の
と
し
て
明
い
ら
れ
て
い
る
場
合
i

じ
ω
二I

L

、

ブ
ル
サ
ノ
山
川
心
事
業
が
一
件
以
さ
れ
、
譲
渡
会
社
が
用
い
て
い
た
ゴ
ル
ッ
ク
一
ア
ゾ
の
名
称
を
議
受
会
社
が
引
き
続
き
使
用
し
て
い
る
と
合
き
ピ

は
、
設
受
会
社
が
議
受
付
従
淫
刊
仰
な
〈
中
！
な
訣
コ
ル
ブ
ク
ラ
ブ
心
主
只
に
よ
る
f
ル
7
4明
施
設
の
優
先
的
利
用
主
拒
必
し
と
た
ど
の
将
校
の

字
情
が
な
い
山
町
h
り
、
一
弘
工
会
社
は
、
合
引
法
二
ぷ
ι
一
足
ん
ら
顎
杭
沼
市
に
よ
り
、
当
該
ゴ
ル
フ
ク
フ
ブ
心
会
員
か
一
ぴ
波
夫
社

ι？
父
付
し

ドー一目託
A
J
心
返
還
表
務
を
け
γ
つ
も
り
1r
慨
す
る
の
が
刷
畑
中
ゴ
ー
ご
め
る
と
こ
ろ
へ
最
古
川
f

拭
平
版
一
山
ノ
i
〈
受
）
第
一
九
九
思
同
六
年
二
月
二

〈
じ
日
第
二
小
伝
送
判
決
「
土
架
下
八
巻
二
日
ヴ
一
六
七
頁
参
出
尽
く

」

b
」
一
円
悼
、

f
一
ル
／
場
心
事
業
川
、
議
中
川
は
さ
れ
た
場
ム
ー
だ
け
で
は
な

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

〈
、
会
い
わ
分
州
叫
に
伴
い
ゴ
ル
ソ
切
り
市
中
矢
が
他
の
会
社
又
は
設
斗
会
引
に
点
継
六
、
れ
に
場
合
に
ち
同
様

TJA当
す
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ーァ

包〉
c 

必
ず
な
、
つ
、
会
仕
分
割
に
伴
い
コ
ル
フ
場
の
弔
業
が
仰
の
た
札
又
は
設
yv会
計
に
尽
他
和
さ
れ
る
場
合
、

ーぷ主十一一
T
む
こ
；
ヮ

t
f
i
j
J
J
Y
《

全
部
又
は

討
が
別
の
権
利
，
弐
務
の
体
い
よ
ぷ
継
さ
れ
る
と
し
い
う
点
に
お
い
し
は
、

の
誌
波
と
足
立
る
と
こ
ろ
は
な
く
、
事
業
ム

什
悼
を
表
不
す
る
も
の
／
「
て
川
い
ら
れ
て
い
に
コ
ル
フ
ク
ラ
プ
の
行
外
古
事
戸
市
町
忌
燃
し
た
ム
ム
任
に
一
。
っ
て
引
き
続
き
使
川
さ
れ
て
い

る
と
き
に
は
、

l
記
の
一

o
y
k
m設
の
主
怖
の
な
い
限
り
、
ゴ
ル
ワ
ク
一
フ
／
の
会
員
に
お
い
て
、
司
事
業
士
朴
に
一
け
る
事
業
が
椴
続

し
て
い
る
も
の
と
信
じ
に
り
、
平
業
主
体
の
士
山
λ

受
が
あ
つ
だ
け
れ
ど
も
ψ
1
1
日
市
下
楽
に
仇
っ
て
キ
じ
止
渋
務
に
つ
h

て
は
平
業
ん
と
↓
爪
挑
ん
し の

'f＂人法学； S9、＂LJ 2~o [20¥i), 7 J 



＂児

二
会
社
に
水
概
さ
れ
1
1
1
伝
日
〕
た
り
「
ず
る
こ
と
は
年
川
町
か
円
一
向
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か
ら
で
め
る
つ

円
以
い
同
裁
の
判
げ
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
、

ぷ
判
決
は
、
立
寺
八
一
一
時
波
止

J

会
仕
分
割
v
b
共
通
の
よ

J

の
と
ヲ
ご
L
剖
に
な
判
刈
法
を
示
、
ぷ
L

百合

し
る
が
こ
れ
は
従
来
の
汲
い
同
裁
川
成

乙
で
し
て
、
主
九
一
本
的
に
は
川
河

ヘ
年
一
月
一
心
耳
判
決
の
J
V

場
の
延
長
上
に
い
包
づ
け
、
？
れ
る
一

飢
法
逆
に
依
h
な
が
ら
も
、
汀
己
円
の
長
伎
の
部
分
で
指
輪
す
る
よ
う
に
、
事
ぷ
主
？
此
刊
C
ル又

I

出
ん
を
い
苅
っ
て
い
て
も
知
ら
な
い
の
と
J

円
ヒ
粕

人
一
岬
を
写
い
て
い
る
ペ
ご
の
け
仏
ぬ
は
ハ
他
恥
か
っ
一
民
品
作
品
が
こ
っ
て
き
た
／
一
お
り
ご
あ
る
ロ

ヲ

、
A

、ーすし
L
L
h

／
ぷ
ス
パ
い
V4ι

一
条
の
烈
捻
適
用

と
な
り
、
従
来
乃
f
寸
ー
は
い
平
業
の
路
町
山
1
9

」
異
な
る
、
一
と

を
理
由

ι、
合
引
法
二
ぷ
ιの
軒
以
ザ
達
川
口
一
基
礎
が
減
少
し
た
の
で
は
な
レ
か
と
の
計
価
も
お
る
が
、
会
社
分
割
の
対
象
に
つ
い
L
は、

ム
円
札
法
で
は
、
会
引
分
割
の
対
象

m
一
幸
業
に
湾
L
て
有
す
る
権
利
義
務

ぶ
主
性
古
川
安
件
と
「
る
見
解
も
ム
U

け
り
で
あ
り
、
知
誕
の
某
礎
に
変
化
が
ゅ
の
う
た
か
ど
う
か
は
議
晶
子
刊
で
あ
る

J

ま
た
、
預
ザ
連
川
心
亙
慌

の
む
試
合
を
指
摘
す
る
と
れ
い
り
識
者
パ
か
い
う
よ
う
に
分
割
C
判
決J

A
J

鉱
張
き
れ
た
と
解
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
お
き
ら
詐
合
的
日
司
会
什
分
割

一
条
の
L

和
推
領
域
は
拡
大
す
る
T

／一（
U
b
恒
川
崎
’
も
あ
る

d

が
容
易
に
h
u
る
か
ら
、
人
民
訂
い
汗
ハ

会
七
分
割
で
尚
勺
（
い

J

絞
用
が
あ
る
場
九
円
九
会
社
民

A

一
一
条
の
鎖
推
、
起
用
が
士
山
る
か
に
つ
い
て
、
否
定
的
な
見
解
は
、
会
七
分
割
に
つ

4
 

し
て
は
山
間
持
者
用
阻
ん
手
U

況
が
｛
心
め
、
コ
れ
E
お
句
、

U
J
前
略
ド
弔
心
悼
の
間
一
小
が
め
る
こ
L
Y

を
ふ
の
川
町
川
と
す
る
一

し
か
し
、
こ
れ
に
対
7

して

は
、
物
的
分
刻
に
つ
い
て
は
ぷ
則
と
、
ぷ
L
債
権
砦
暴
弘
子
続
が
ん
＆
い
1
1
1
引
八
議
エ
ア
μ
叫
が
あ
る
と
、
」
て
も
州
門
別
料
品
u
がよ
γ
詑
E
あ
ιつ
こ
と

を
量
出
に
絞
作
珂
に
工
る
限
設
の
必
女
性
子
ゐ
司
令
乙
の
指
扶
が
あ
Jb一
っ
と
れ
は
安
ず
る
に
、

事
末
登
校
乙
の
に
一
校
三
、
ム
4
1債
持
者

の
保
護
の
科
浅
を
ど
の
一
0

1

ノ
片
山
考
え
る
か
の
争
い
で
あ
る
。

取
川
両
裁
判
杭
は
お
推
適
用
を
白
川
正
し
た
引
、
、
一
ヘ
パ
U
H
恥
九
隔
を
人
叶
1
t’
る
突
務
示
J
h
d

少
は
〈
な
い
n

会
社
分
百
に
宇
業
性
を
ま
件
と
ず
れ
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ば
、
会
い
配
分
刻
と
事
業
よ
波
に
は
一
患
の
共
通
科
が
認
め
つ
れ
、

さ
ら
に
同

ν
取
り
扱
い

ベ
さ
法
的
が
あ
る
と
い
う
こ
1
／
ピ
も
な

る
、
ム
ド
ー
分
説
に
は
債
権
者
保
投
了
日
隔
が
あ
る
が
、

人
れ
が

ιじ
い
会
社
分
割
ケ
十
ゐ
場
合
に
債
権
者
保
護
エ
ア
続
を

J

た
卜
で
、

の
依
務
を
お
計
い
に
仲
和
弘
さ
庁
な
い
と
き
は
、
事
楽
一
ぷ
肢
に
つ
い

E
債
権
者
が
位
以
仰
の
絡
好
い
同
苦
〕
な
か
っ
た
場
合
に
酷
似
、
以
て
い
る

と
も
い
え
る
。
そ
う
で
あ
れ
は
、
会
代
庁
前
で
も
宥
円
ケ
の
続
い
同
一
が
あ
る
限
り
、

B
社
に
債
務
を
色
八
h

ニL
d
u
と
事
業
一
読
JT
／
｝
の
川
同
一
僚
で

パ
ラ

J

スム
γ
欠
：
〆
｝
の
指
抗
も
あ
る
勺
会
社
法
を
制
止
す
る
m町内ヘ
w

の
九
を
規
ん
ほ
卜
明
ら
か
に
す
川
き
で
あ
っ
た
の
に
七
れ
が
な
さ

れ
な
か
っ
J
J
η

は
、
府
知
惟
批
ト
忠
則
し
人
タ
ド
と
い
う
の
が
立
川
町
内
省
の
意
出
、
で
占
め
っ
た
こ
刈
解
す
る
こ

2
ち
て
き
る
か
、
必
以
OJTγ
も
類
推
を
妨

げ
る
も
の
で
も
は
h

で
d

の
ろ
う
。
ま
た
、
会
社
分
配
に
よ
ゐ
承
継
の
対
象
阿
川
、
川
商
法
の

か
九
一
「
事
業
に
持
し
亡
布
す
る
権

利
義
務
一

に
変
更
さ
か
心
こ
と
か
ら
、
心
抗
議
政
に
坦
認
す
る
胤
t

止
の
学
一
世
叫

β
川
に
氾
緋
が
で
き
た
と
し
う
こ
と
も
で
、
き
ょ
う
が
、
、

γれ

は
↓
一
与
は
の
同
胞
に

－
w

と
も
い
君
、
え
る
（
山
古
は
、
会
利
分
割
制
度
を
ど
の
よ
う
に
坪
併
す
る
か
に
か
カ
コ
て
お
り
、
ム
u
祉
法
制
む
の

前
後
で
変
質
し
た
と
用
情
的
ナ
る
根
拠
は
な
さ
そ
う
で
お
る

d

ふ
よ
っ
て
あ
れ
目
、
会
社
民
制
定
前
三
組
峰
山
悩
同
の
考
え
方
日
小
雑
時
犬
、
れ
る

ヘ持一三みの）ム
M
l
L

い
う
J
Z
1」に

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

会
社
け
は

条
の

F

叶
U
4
円
防

d
機
能

4 

（

An百
社
斗
片
山

昭
和
一
一
ー
に
設
け
ら
れ
た
旧
商
法
二
ヘ
条

は
、
釘
↓
会
一
肝
て
の
は
去
六
議
波
に
悶
）

に
利
山
さ
れ
て
い

f
m
v色
、
こ
れ
が
賞
用
さ
れ
た
手
切
と
い
う
の
は
、

の
場
合
に
慎
梓
若
か
ら
の
追
及
川
己
免
れ
る
た
め
に
新

' 
J、一

' 

ム
ム
引
を
十
日
げ
し
た
事
例
に
悶
ず
る
1t
の
が
大
い
で
あ
る
こ
さ
れ
、

新
会
川
刊
に
移
び
れ
た
凶
会
祉
の
U14Fγ
川
会
社
の
J債
J吋
茜
が

E
一
及
す
J

る
ず
叶
況
に
こ
の
規
心
が
活
用
さ
れ
一
に
お
り
、

い
一
、
れ
は
相

p
g円
引
と
め
っ

会
社
法

条
も
河
一
件
択
の

。〉

活
川
市
が
さ
れ
る
も
の
ζ

予
想
さ
れ
、
本
条
の
が
存
坪
山
の
ひ
と
つ
に
数
え
て
お
点
、
べ

い
u

そ
れ
を
安
f
」
一
許
制
す
る
の

A 
fヤ

'f＂人法学； S9、＂BJ 2~7 [20¥i). 7 J 



＂児

戸、』たりー川
l
J
小

一
；
1
1
v

」れ
F
4
4条
の
趣
旨
に
も
加
え
て
規
定
心
恨
拠
づ
け
主
す
る
必
泌
が
あ
る
そ
し
て
、
久
i

条
の
当

ftが
宇
主
譲
渡
心
事
例

に
限
定
ず
へ
き
ー
も
の
で
な
い
と
ず
れ
ば
、
川
総
の
機
能
古
来
た
す
ん
口
r
v
l

分
割
に
つ
い
て
も
類
杭
迎
［
目
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
レ
ニ
J

札
前

百合

に
な
る

ν

詐
1
－
↓
防
ド
機
能
も
者
庖
に
人
れ
て
考
、
t
れやは、

本
条
の
連
日
ハ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
通
説
的
見
解
け
小
川
河
内
山
保
設
を
、
も
っ
て

説
明
し
て
き
た
f
と
も
、
合
定
的
に
汗
怖
さ
、
れ
る
ご
；
、
こ
在
ノ
Q
d

さ
り
に
い
え
ば
、
川
会
社
の
依
持
者
は
、

い
う
ま
に
も
仕
く
譲
i

技
会

社
た
る
同
会
寸
ー
の
佑
裕
之
円
で
あ
る

J

事
業
譲
波
が
あ
う
で
さ
一
仙
務
者
マ
詩
波
会
什
仁
あ
る
こ
／
）
に
変
わ
り
は
な
い
。
単
品
受
ム
以
内
子
一
足
以
r
川

昔
、
円
ー
を
告
号
ノ

η
は
、
別
の
河
出
は
よ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
常

5
の
続
則
を
問
題
、
と
す
る
の
は
、
事
業
設
渡
り
存
在

に
搾
号
へ
の
れ
4
～

h
r
ヂ
川
欠
で
μ
め
る
か
ら
乙
の
一
剣
山
川
h
v
あ
る
が
、
事
業
一
ddv比
一
け
成
げ
よ
り
も
抑
制
一
（
か
に
認
定
さ
れ
る
父
、
き
会
引
分
布

に
本
条
乞
類
推
八
社
制
す
る
ご
と
ま
で
机
町
に
人
れ
る
と
す
れ
ば
、
、
一
む
よ
う
な
説
明
に
刊
で
は
不
l
－Y
と
レ
わ
と
る
を
え
旨
司
〈

PMl寸

け
杭
川
肘
者
心
意
志
で
じ
qhEFhrる
か
、
あ
る
い
以
前
i
2
r引
ぢ
統
一
芳
抗
出
ず
る
者
に
一
一
樟
の
山
償
責
任
に
も
似
た
υ
只
任
一
ゲ
一
誌
社
る
な
ど
説
明

に
L
支
古
学
〈
寸
る
で
あ
ろ
ラ

一
一
条
に
持
合
防
止
的
伝
機
能
を
ぷ
め
て
い
る
こ
「

はた
I

条
を
外
簡
保
護
規
定
と
は
考
え
て
い
た
い
と
す
る
討
恒
が
注
目
さ
れ
る
）
そ
の
根
底
に
の
る
党
総
は
、
ポ
柔
一
一
端
伎
で
あ
っ
て
も
会

H
J
一
両
裁
判
例
の
一
貫
し
た
限
度
に
は
、

こ
と
か
ら
仇
、
ー
一
川
内

み
じ
分
割
に
工
る
と
し
て
も
、
旧
会
J

仁
三
位
務
だ
げ
を
筏
し
と
紛
権
者
十
ピ
ト
士
山
し
亡
ば
な
ら
白
い
と
い
そ
」
と
で
あ
り
、
こ
こ
に
rp
条
類
推

の
理
出
が
一
山
る
ご
し
ス
げ
か
つ
て
、
J

計
官
「
↓
的
士
山
下
茶
で
さ
え
九
旧
け
れ
ば
、

に
閑
ず
る
五
条
は

つ
い
て
J

ムア
J
R
的
ピ

は
迎
い
い
川
ず
る
必
v
一
が
な
い
と

1
っ
こ
よ
ど
な
旬
、
会
社
分
割
へ
の
類
推
、
川
戸
ん
の
品
川
叫
v
b
h
d
い

ミ
の
よ
ニ
J
h
T
L

！
と
か
ら
も
、
任
ル
為
市
計

J

川河

航
似
J

荘
内

J

規
心
で
は
な
い
こ
ζ

は
切
り
か
と
あ
る
ロ

旧
ム
ム
刊
の
債
権
有
か
つ
の
い
引
い
こ
投
を
免
れ
る
は
的
で
第
一
会
日
叫
が
ぷ
げ
さ
れ
た
こ
認
め
つ
れ
る
事
業
に
つ
U

て
は

債
総
昔
は
、
一
点
古

行
為
取
消
権
（
民
法
四
回
粂
）

り
行
使
や
法
人
格
が
認
決
理
仕
ど
に
よ
ノ
て
、
t
F
A
持
者
に
責
任
追
及
を
「
る
こ
ζ

乙
な
る
が
、

（以人法学i"" :2 14.＇、＇1':zonJ. n 

、－v
ーや可



れ
も
連
川
市
や
認
定
い
か
凶
器
で
み
る

J

、
一
の
よ
う
な
場
合
に
、
ギ
条
の
緩
や
か
な
刷
用
ゃ
ん
出
引
い
分
割
ヘ
の
須
推
日
山
川
が
有
効
ゼ
あ
り
、
こ

れ
に
よ
っ
て
伐
治
げ
的
な
卓
士
八
一
以
液
ゎ
会
行
分
割
古
川
ー
す
一
る
こ
J

が
で
き
る
戸

四

λが

ヲ枯

会
社
に
よ
る
企
業
再
辿

本
一
恰
て
は
、
も
っ
ぱ
ら
債
務
だ
け
を
伐

L
事
菜
、
～
移
転
す
る
詐
主
的
行
為
を
想
定
し
し
よ
ο
コ

い

う

主
f

、
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
j

片
付
は
討
さ
れ
る
べ
き
で
な
い
。
し
か

L
、
企
業
の
、
氾
引
債
務
を
解
約

L
て
事
業
心
継
続
や
そ
の
4
1
1り
な
治
継
を
凶
る
ー
一
め
、
ん
料
相
営
村
ー
難

に
格
転
さ
什
、
析
に
収
資
金
提

供
者
や
作
業
承
料
者
な
ど
の
ス

F
J
サ
ー
を
求
め
て
卓
上
菜
市
吋
住
吉
烹
現
す
る
一
策
会
社
右

i

コ
ハ
一
を
一
川
川
刑
ず
る
こ
と

に
陥

J
E
い
る
会
社
炉
、
卒
業
譲
波
や
会
社
分
目
に
よ
っ
て
決
等
部
門
を
お
会
社
で
父
け
肌
会
日
引
）

健
全
な
行
為

と
市
仙
で
き
る
し
そ
れ
に
よ
っ
亡
、
川
会
社
心
境
技
有
心
債
務
を
弁
済
ゲ
る
こ
と
が
敗
待
で
き
る
し
こ
の
よ
う
な
再
建
士
川
円
滑
に
進
め

る
た
め
に
た
と
え
ば
平
成

－L

U
性
不
吋
リ
山
刀
再
生
勾
別
措

E
よ
い
が
改
と
じ
れ
、

同
日
以
一
九
条
心
一
以
下
に

中
小
企
業
承
料
事
業

将
司
計
直

を
創
戒
す
る
な
ど
C
l
r人
一
%
拘
置
も
講
じ
ら
れ
て
い
る
2
日
マ
勺
で
ふ
め
る

？？？で分司jこ事長譲液~'1'111>)J'e＇件

企
業
の
健
全
な
件
廷
に
は
、
再
建
「
ず
べ
き
川
会
社
り
債
権
者
以
刀
魚
崎
と
会
竹
山
汁
刊
の
主
税
と
を
丙
iu

さ
せ
る
ご
と
が
い
水
め
り
れ
7
0
d

憤

誇
の
弁
済
対
J

搾
れ
で
も
再
廷
が
実
現
す
れ
ば
債
権
担
保
環
二
ヘ
ホ
り
、
新
会
土
i
Lど
旧
制

PTに
収
り
斗
て
る
ぽ
か
り
が
片
岡
秘
書
ピ
」
っ
て
有
利

で
あ
る
L
r

は
阪
ら
な
い
に
夜
逃
げ
的
な
詐
コ
ロ
行
為
と
そ
が
閃
出
品
な
の
で
あ
る

v

品
交
け
川
会
む
に
は
、

川
会
一
註
と
o
t
h

に
別
タ
ヌ
刊
号
令
あ

るャ炉、

閉
会
？
と
光
町
民
上
同
じ
A

三
位
で
あ
る
場
合
に
、
判
出
一
同
会
社
が
ん
÷
人
質
的
に
閃

で
あ
る
ミ
と
を
炉
一
汁
に
〆
て
、
旧
ム
ダ
ー
の
債
権

む
旬
が
新
会
什
に
ハ
ハ
消
t
Z
4

ぶ
め
た
の
と
は
、
受
け
四
九
百
社
主
瓜
告
し
た
こ
ノ
↓

一州市る
J

川
市
二
会
什
f

、
事
業
t
z
j
拙

mM品川
1

〆
て
川
会
什

そ
の
た
め
の
事
業
一
議
波
山
中
ム
ム
吐
分
前
は
保
護
に
値
？
る
。
た
だ
1
1

の
依
務
J
V
1
h庁
泣
す
る

5
忠
さ
え
あ
れ
ば
、

そ
の
意
判
、
の
山
作
か
さ
を

ど
の
よ
ミ
に
し
て
判
別
「
る
か
刀
…
同
わ
れ
る
。
現
↓
元
の
問
題

7
7／
て
、
、
｝
れ
か
ん
同
社
岱
権
者
に
に
う
J
E
は
最
仁
八
の
雌
還
で
あ
ろ
う
n
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＂児

；i
v

二
れ
に
関
ず
る
詰
i
v
ん
献
と
出
荷
K
に
閃
ヶ
る
息
。
引
交
に
つ
い
て
は
山
卜
日
弘
ム
バ
汁
什
J

主
一
品
店
日
占
尻
町
戸
い
い
山
吐
、
ル
九
七
年
、

に
川
収
の
論
文
、
÷
に
、

t

門
川
主
玉
川
、
伐
の
伯
梓
ー
だ
～
河
ず
る
効
忠
｜
｜
債
諒
一
引
ヴ
又
出
吋
口
の
意
識
を

l
v
こ
し
て
｜
｜
」
川
吾
r

l

J

K

民

一

常

ヶ

。

支
勺
一
台
前
と
油
性
甘
保
護
h
v

伝
同
一
円
4
z

ポ
去
っ
ス
人
心
古
れ
規
定
山
根
拠

F

二
じ
瓦
J

ケ
一
寿
町
」
六
れ
）
い
へ
日
じ
ど
こ
う
れ
に
祈
ノ
＼
川
町
究
に

mm

コ
い
7

ば
、
七
川
日
付
！
業
譲
湾
龍
一
え
の
叫
諭
と
実
際
古
毛
譲
h
Y
E
公
社
パ
ザ
剤
』
ヘ
伝
山
川
社
、
新
版
、
一
ハ
ハ
’
i

一
、
と
〈
げ
「
J

問
「
勺
絞
［

河
川
の
あ
る
営
業
認
可
え
人
り
責
包
｜
｜
債
権
日
E
川
fuの
視
円
J
v
h
｜
｜
一
一
川
高
以
？
民
、
一
ョ
礼
f

ケ一ブ

y
c
u
件
続
川
ζ

営
業
安
〆
よ
へ
の
肯
（
討

江

H
一
七
一
百
、
一
現
物
川
責
点
思

τ巧又
人
ジ
一
川
PE
司
へ
九
百
凡
、
そ
1

J

て
、
一

r主
閉
山
q

f

－
合
兵
一
一
誠
一
「
ヘ
三
回
汗
河
一
ハ
ノ
買
を
冬
山ワ」

目
さ
れ
～
L

〔

ヘ
2
F

会
計
法
制
「
定
に
伴
り
て
改
止
さ
れ
1
1

一ーζ
百
件
い
分
割
に
い
出
す
〈

J

広
請
に
円
ト
ノ
に
は
、
一
括
山
同
月
高
政
4
l

成

八

4
〕
司
ハ
H
判
決
に
問
L
て
、
－
0

1
ゐ
γ
智
英
r了
「
之
計
ヘ
立
川
伎
の
新
設
会
社
に
よ
る
り
叶
ア
J
U
夜
回
と
依
権
当
以
護
問
f
可
冗
長
芯
大

hf
八

島

Y

勺
一
ハ
買
が
あ
る
日
か
、

YA

r訂
汗
ば
半
例
の
結
論
に
は
賛
成
し
コ

y、
明
、
会
社
分
制
の
邑
ぷ
承
林
性
を
悦
秘
に
枠
利
外
観
：
川
染
ニ
人
よ
い
こ
／
を
起
庄
一
〕
し
て
山
尚
！
仏
一
ハ
ム円以

条
（
会
什
l

u

山
ー
だ
～
心
強
推
尚
問
に
は
ほ
対
さ
れ
て
い
る
｛
ハ
ハ

i

一
以

f
与
y
m
i
F

〈
な
h
、
ト
巨
斗
の
素
早
地
裁
半
成
仙

1
jん
リ

二

H

L

川
f
h
N
h

問
－
て
は
、
刈
十
月
（
弘
人
以
札
止
剖
に
よ
り
，
H
主
を
本
れ
／
～
新
設
会
引
に
川
、

J

て
百
J
A

七
朱
～
公
社
l

↓
↓
ん
ハ
ち
の
釘
推
也
肘
ぷ

丸山r
め
ら
れ

A

事
例
一
悲
仏
日
刊
リ
マ
ク
え
二
八
円
v

一二
C
〆
九

Ji
、
八
六
民
を
f
r
照
さ
れ
と
い

ぺ

O
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